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市からの連絡帳

西東京市の市外局番は０４２です。おかけ間違いのないようにお願いします。

ないと、排水を処理する機能を十分
に発揮することができません。そこ
で浄化槽法では、浄化槽を使用する
方が行うべき３つの義務を定めてい
ますので、確実に実施してください。
①保守点検（都に登録した専門業者
が定期的に実施する点検作業）
②清掃（市町村の許可を受けた業者
が実施する浄化槽の清掃作業）
□市許可業者
　㈲下田商会（札４６１－０４６０）
③法定検査（知事が指定した機関が
実施する、①と②の状況などを客観
的に判断する検査）
　また、下水道接続時により浄化槽
の使用を廃止した場合は、３０日以内
に届け出をお願いします。
　問 東京都多摩環境事務所廃棄物対策
課浄化槽係（札０４２－５２８－２６９２）
◆ごみ減量推進課（札４３８－４０４３）

 選　挙 

■市議会議員選挙立候補　　
　予定者説明会
　市議会議員選挙に立候補を予定さ
れている方を対象に、説明会を開催
しますので出席してください。
　時 １０月１３日昌午後２時から
　場 保谷こもれびホール
※当日、関係者の方に必要書類を交
付しますので、必ず印鑑をお持ちく
ださい。
◆選挙管理委員会事務局 　保 
（札４３８－４０９０）

 その他 

■寄附
　市政へのご協力をいただき、誠に
ありがとうございました。
建木部ミサオ　様
（校章・校内案内
図　各１個）
◆管財課 　田 
（札４６０－９８１２）

切できませんので、展示器具を確認
のうえ、申請してください。
□器具の展示　自宅の設置場所の寸
法などを必ずご確認ください。
□パンフレット配布　申請場所な

ど

□取り付け支援　高齢者、障害者な
どで自力での取り付けが困難な世帯
には取り付け支援を行います。
□支給器具
①つっぱり式家具転倒防止器具
②家具転倒防止ベルト　③粘着式Ｌ
型家具転倒防止器具　④家具転倒防
止敷板　⑤家具扉固定器具　⑥粘着
式固定ベルト　⑦耐震シート　⑧耐
震マット　⑨あて板
◆危機管理室 　保 （札４３８―４０１０）

■全国地域安全運動実施
　１０月１１日捷～２０日昌まで、全国一
斉に地域安全運動が行われます。
　この運動は、地域の皆さんと警
察、防犯協会、自治体、関係機関が
一体となって「安全で明るく住みよ
いまちづくり」を実現するために実
施するものです。
□運動の統一重点
①子どもと女性の犯罪被害防止
②住宅を対象とする侵入犯罪の防止
③万引き、自転車盗の防止
④振り込め詐欺の被害防止
　また、市では期間中の１０月１５日晶
午後２時３０分から関係団体が連携し
て地域住民に防犯意識の高揚を働き
かけ、地域の子どもを犯罪から守る
とともに、各種犯罪被害を未然に防
ぐことを目的とした車両パレードお
よび地域合同パトロールを実施しま
す。
　この機会に犯罪を寄せ付けない地
域の防犯対策を考えましょう。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

 ご　み 

■浄化槽をお使いの皆さんへ
　１０月１日は、「浄化槽の日」
　浄化槽は、適正に維持管理を行わ

 防犯・防災 

■災害時における相互応援協
定を練馬区と締結
　８月２０日付けで、災害時の被災者
の救護、必要な職員の派遣、資機材・
生活必需品の提供、避難所の融通な
ど、相互の応援協力について、練馬
区との協定を締結しました。
　締結式は、練馬区役所で行われ、
坂口光治西東京市長と志村豊志郎練
馬区長らが出席しました。
　この協定を受け、去る９月５日に
は、西東京市と練馬区が同日に実施
した総合防災訓練において、職員派
遣・物資提供訓練を、相互に初めて
実施しました。
　災害時における市民への支援体制
の充実のために、今後も隣接自治体
などとの一層の連携を図ってまいり
ます。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

■家具転倒防止器具等の　　
　無償支給（追加申請）
　家具転倒防止器具等の無償支給に
ついて、追加募集を行います。
□申請
　時 １０月１２日昇～２２日晶午前９時～午
後５時（土・日曜日、祝日を除く）
　場 ①危機管理室（防災センター５階）
　②きらっと
　対 市内在住で住民登録または外国人
登録をしている世帯（今年度すでに
申請された方、昨年度支給を受けた
方は申請することができません）
　申 申請場所にある「家具転倒防止器
具等支給申請書」に必要事項を記入
し、世帯主名で申請。
※申請が多い場合は、抽選。
※支給決定などの通知を行います。
※自宅に器具が届くまで時間を要し
ますが、ご了承ください。配送の際
に受領確認の押印をお願いします。
　なお、受領後の取り替えなどは一

 子育て 

■平成２３年４月保育園入園　
　申込みの受付が変わります
　平成２３年４月から保育園に入所
（転園）を希望するお子さんの入所
申込みの受付が変わります。
□案内・申請書配布
　時 １１月１日捷から
　場 保育課（田無庁舎１階）、市内各認
可保育園
※申込みの詳細は、「平成２３年度入
所のご案内」をご覧ください。
□受付

※市外の保育園を希望される方は、
申込受付期間にかかわらずお早めに
ご相談ください。受付は保育課（田
無庁舎１階）のみとなります。
※１２月２０日以降に出生したお子さん
の入所申込みについては１月末まで
ご相談に応じます。
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）

■ファミリー・サポート・センター 
　ファミリー会員登録説明会
　当センターでは、
地域の中で子どもを
預けたい方（ファミ
リー会員）、子どもを
預かる方（サポート
会員）からなる会員同士の相互援助
活動を行っています。
　ファミリー会員に登録希望の方は
出席してください（子ども同伴可）。
　時 ・　場 ①１０月５日昇午前１０時～正午
・田無総合福祉センター２階
②１０月３０日松午前１０時～正午
・保谷保健福祉総合センター６階
　持 保護者の顔写真（縦３ ㎝×横２.５
㎝）１枚、印鑑、８０円切手１枚（会
員証郵送用）
　申 説明会前日の午後５時までにファ
ミリー・サポート・センター事務局
（札４３８－４１２１）へ。
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）
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　市では、地球温暖化対策の一環と
して、市民の皆さんが新たに設置し
た住宅用省エネ・新エネ設備費用の
一部を助成します。
　対 次の条件をすべて満たす方。
①市内に住所があること。
②市税などの滞納がないこと。
③自ら居住する住宅に、平成２２年１
月～１２月末までに新たに助成対象設
備を設置していること、または設置
予定であること。
※設置費用の支払い、またはローン
契約が完了していること（平成２１年
１２月以前に設置したものは助成対象

となりません）。
　申 往復はがきに、住所・氏名・電話
番号・助成対象機器名を記入し、１１
月１日捷～３０日昇（必着）までに、
〒２０２ー８５５５市役所環境保全課に郵
送（１枚につき１機器）。
□公開抽選　予定件数を超えた場
合、助成対象機器の公開抽選を行い
ます（はがきで抽選番号を通知）。
　時 １２月７日昇午前１０時から抽選会
　場 エコプラザ西東京
□抽選結果　１２月７日昇以降に郵
送。
◆環境保全課（札４３８－４０４２）

１１月から「住宅用省エネ・新エネ機器設置助成金」
申込受付を開始！

東伏見小学校出前児童館が始まります！
　保谷柳沢児童館東伏見分室の廃止に
伴い、１０月から東伏見小学校での出前
児童館を実施します。
　場 東伏見小学校（東伏見６－１－２８）
興出前児童館とは？
　児童館職員が小学校などの地域の施
設へ出向き、地域の遊び場である児童
館の事業を行います。
　乳幼児向けには手遊びや体操、親子のスキンシップ、親子での友達づ
くり、子育て支援などをメインとしたプログラム、小学生向けには運動
やクッキング、工作などを行います。
　詳細は市　HP （にしとうきょうキッズ）の児童館イベント情報をご覧く
ださい。
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

予定件数助成金予定額助成対象機器
１２上限１０万円住宅用太陽光発電システム（１kW当り４万円）
１８万円家庭用燃料電池（エネファーム）
２０４万円CO2冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）
１５２万円潜熱回収型給湯器（エコジョーズ）
２４万円ガス発電給湯器（エコウィル）

□助成対象機器等と助成額


